
東京都公衆浴場業生活衛生同業組合 

 

第１ 審査対象の概要 

１  事 業 の 内 容 

（１）事 業 の 概 要 

東京都公衆浴場業生活衛生同業組合（平成１３年１月６日に東京都公衆浴場環境衛生同業組

合を改称。以下「組合」という。）は、公衆浴場営業について、組合員の経営の安定をもたらす

ための措置を講じ、公衆衛生の向上と増進に資することを目的として、昭和３２年１２月に設

置された団体で、主に組合員に対する衛生施設の維持及び向上改善並びに経営の健全化に関す

る事業を行っている。 

（２）都 と の 関 係 

都は、公衆浴場の利用を促進することにより、都内公衆浴場の経営の安定を図り、都民の浴

場利用機会の確保に資することを目的に、各年度東京都公衆浴場利用促進事業補助金交付要綱

を定め、表１のとおり、組合の行う事業に対し補助金を交付している。 

 

（表１）補助金の交付状況                        （単位：千円） 

補 助 金 交 付 実 績 

交付年度 補助対象経費 補助金交付実績
補  助  対  象 補  助  額 

平成１４年度 ５０，１９１ ２４，０００

広報誌に要する経費

のうち活字・電子媒体

の編集、制作及び配布

に要する経費 

補助対象経費の

２分の１以内か

つ２，４００万

円限度 

平成１５年度 ５３，２３２  ２６，０００

広報誌に要する経費

のうち活字・電子媒体

の編集、制作及び配布

に要する経費並びに

特別記念事業費 

補助対象経費の

２分の１以内か

つ２，６００万

円限度 

   

２ 組   織 

組合は、事務所を千代田区東神田一丁目１０番２号に置き、役員３２名（理事長１名、副理事

長１名、常務理事２名、理事２６名、監事２名（うち非常勤役員２８名）、職員７名をもって構成

されている。 
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第２ 監査の範囲及び実地監査期間 

１ 監 査 の 範 囲 

平成１４年度及び平成１５年度の事業について実施した。 

２ 実地監査期間 

（１）生活文化局   平成１６年１０月１日 

（２）組    合   平成１６年１０月５日 

 

第３ 監 査 の 結 果 

１  事業実績について 

平成１４年度及び平成１５年度における補助事業の実績は、表２のとおりであり、事業は補助

目的に沿って適正に執行されている。 

 

（表２）補助事業実績                            （単位：千円） 

平 成 １４ 年 度 平 成 １５ 年 度 
補助対象事業 

補助対象経費 補助金額 補助対象経費 補助金額 

公衆浴場利用促進事業  ５１，７３６ ５５，８１２ 

広報誌「１０１０」発行 

  各号１０万部 

年５回発行 

４０，４８２ ４１，１６３ 

広報誌特集号発行 

  １４年度 １１万部 

１５年度 １０万部 

年１回発行 

１０，０８９  ９，０４９ 

特別記念事業 

  江戸開府 400 年記念 

対談「江戸と銭湯」 

           －   ４，３９８ 

 

事務費 １，１６４

２４，０００

１，２０２ 

２６，０００

広告収入等 △１，５４５ － △２，５８０ －

合    計 ５０，１９１ ２４，０００ ５３，２３２ ２６，０００
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